
 

 

《参 考》 

 

平成 31年度における国民健康保険制度の主な改正（案）について 

 

 

１ 低所得者に対する国民健康保険料の軽減措置の対象となる世帯の拡大について 

 

（１）改正（案）の概要 

低所得者に対する保険料の軽減措置の対象を拡大するため、保険料の５割軽減及び２割

軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げをするもの。 

  ①５割軽減の対象世帯拡大 

    （現 行）基準所得金額 33万円 ＋ 27.5万円 × 被保険者数 

                   ↓ 

    （改正後）基準所得金額 33万円 ＋ 28万円  × 被保険者数 

 

  ②２割軽減の対象世帯拡大 

    （現 行）基準所得金額 33万円 ＋ 50万円  × 被保険者数 

                   ↓ 

    （改正後）基準所得金額 33万円 ＋ 51万円  × 被保険者数 

 

 【例】給与収入３人世帯 

  ・５割軽減基準収入 （現 行）約 191万円 → （改正後）約 193万円 

  ・２割軽減基準収入 （現 行）約 287万円 → （改正後）約 291万円 

 【例】給与収入４人世帯 

  ・５割軽減基準収入 （現 行）約 230万円 → （改正後）約 233万円 

  ・２割軽減基準収入 （現 行）約 359万円 → （改正後）約 364万円 

 【例】年金収入２人世帯（65歳以上） 

  ・５割軽減基準収入 （現 行）約 208万円 → （改正後）約 209万円 

  ・２割軽減基準収入 （現 行）約 253万円 → （改正後）約 255万円 

 

（２）施行日 

平成 31年 4月 1日から施行し、平成 31年度分の保険料から適用する。 

 

 

資料５ 



２ 国民健康保険料の旧被扶養者に係る減免の一部改正について 

 

（１）概要 

   社会保険等に加入している者が 75歳到達等により後期高齢者医療に加入したことによ

り、その被扶養者だった 65歳以上の者が国民健康保険に加入した場合は、旧被扶養者と

して保険料所得割額の全額と均等割額の２分の１が減免される。また、国民健康保険の

加入者が旧被扶養者のみの場合は、平等割額も２分の１が減免される。 

   このうち、均等割額と平等割額に係る減免について、資格取得日の属する月以後２年

を経過する月までの間に限り実施することとするもの。 

 

（２）施行日 

平成 31年 4月 1日から施行し、平成 31年度分の保険料から適用する。 

 


